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第
5
章

第1節　化学物質の環境中の残留実態の現状

現代の社会においては、様々な産業活動や日常

生活の中で数万種に上ると言われる多種多様な化

学物質が利用され、私たちの生活に利便を提供し

ています。また、物の焼却などに伴い非意図的に

発生する化学物質もあります。化学物質の中には、

その製造、流通、使用、廃棄の各段階で適切な管

理が行われない場合に環境汚染を引き起こし、人

の健康や生態系に有害な影響を及ぼすものがあり

ます。

化学物質の一般環境中の残留状況については、

化学物質環境実態調査を行い、「化学物質と環境」

（http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/）として

公表しています。平成14年度からは、本調査の

結果が環境中の化学物質対策に積極的に有効活用

されるよう、施策に直結した調査対象物質選定と

調査の充実を図り、18年度においては、従来の

ばく露量調査を詳細環境調査に統合し、①初期環

境調査、②詳細環境調査及び③モニタリング調査

の3つの体系を基本として調査を実施しました

（図5－1－1）。

資料：環境省 

調査結果の報告 

分析法開発対象物質 

評価等 

評価等 

分析法開発検討実務者会議 
（水系、大気系、 LC/MSの3部構成） 
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（2）詳細環境調査 

（3）モニタリング調査 
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調査結果 調査結果 

結果精査等検討実務者会議 

分析調査精度管理 

モニタリング調査の
結果に関する解析検
討実務者会議 

初期・詳細環境調査
の結果に関する解析
検討実務者会議 

中 央 環 境 審 議 会  
化学物質評価専門委員会 

中 央 環 境 審 議 会  
環　境　保　健　部　会 

環境化学物質に係る各種施策における要望 

POPsモニタリング
検討実務者会議 

POPsモニタリング事業 

図５－１－１ 平成１８年度化学物質環境実態調査の検討体系図
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1 初期環境調査

初期環境調査は、主として、特定化学物質の環

境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関

する法律（平成11年法律第86号。以下「化学物

質排出把握管理法」という。）における指定化学

物質の指定について検討が必要とされる物質及び

社会的要因から調査が必要とされる物質等の環境

残留状況を把握するための調査です。

平成18年度は、56物質（群）について、水質、

底質、水生生物及び大気で調査を実施しました。

その結果、21物質（群）が検出されました。

2 詳細環境調査

詳細環境調査は、主として化学物質の審査及び

製造等の規制に関する法律（昭和48年法律第117

号。以下「化学物質審査規制法」という。）の特

定化学物質及び監視化学物質、環境リスク初期評

価を実施すべき物質等の環境残留状況を把握する

ための調査です。

平成18年度は、38物質（群）について、水質、

底質、水生生物及び大気で調査を実施しました。

その結果、21物質（群）が検出されました。

3 モニタリング調査

モニタリング調査は、残留性有機汚染物質に関

するストックホルム条約（以下「POPs条約」と

いう。）の対象物質及びその候補となる可能性の

ある物質並びに化学物質審査規制法の特定化学物

質及び監視化学物質のうち、環境基準等が設定さ

れていないものの、環境残留性が高く環境実態の

推移の把握が必要な物質を対象として経年的に実

施する調査です。

平成18年度は、POPs条約対象物質（群）、ヘ

キサクロロシクロヘキサン類、アトラジン、

2,2,2－トリクロロ－1,1－ビス（4－クロロフェニル）

エタノール（別名：ケルセン又はジコホル）、

2,4,6－トリ－tert－ブチルフェノール、フタル酸ジ
ブチル、ポリ塩化ナフタレン、有機スズ化合物

（ジオクチルスズ化合物）及びりん酸トリブチル

の18物質（群）について、水質、底質、生物及

び大気で調査を実施しました。その結果、POPs

条約対象物質となっているものについては、いず

れも濃度レベルが総じて横ばいないしは漸減傾向

を示していました（図5－1－2）。
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資料：環境省 

貝類 
魚類 
鳥類 

定量［検出］下限値（pg/g-wet） 
～平成13年　［1,000］ 
　平成14年　4.2 ［1.4］ 
　平成15年　11 ［3.5］ 
　平成16年　3.2 ［1.1］ 
　平成17年　5.1 ［1.7］ 
　平成18年　6 ［2］ 
・幾何平均算出に際し、ndは検出
下限値の1/2とした。 

p,p’-DDT　生物（貝類、魚類、鳥類）の経年変化（幾何平均値） 
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図５－１－２ DDTのモニタリング調査の経年変化
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第2節 化学物質の環境リスク評価

環境リスク、すなわち化学物質の人の健康や生

態系に有害な影響を及ぼすおそれについての評価

（環境リスク評価）を行うための知見を収集し、

平成19年度に環境リスク初期評価等について第6

次取りまとめを行いました。この中では、環境リ

スク初期評価を21物質を対象として行ったほか、

生態リスクについては11物質を選定して初期評

価を行いました。その結果、生態リスクについて

6物質が、相対的にリスクが高い可能性があり

「詳細な評価を行う候補」と判定されました。

また、生態系に対する影響に関する知見を充実

させるため、経済協力開発機構（OECD）のテス

トガイドラインを踏まえて実施している藻類、ミ

ジンコ、魚類等を用いた生態影響試験を、19年

度は40物質について行いました。

さらに、化学物質排出把握管理促進法第一種指

定化学物質の中でも生産量・排出量の多い物質を

中心に、PRTRデータを活用してヒト健康及び生

態への影響を評価したリスク評価書の整備を実施

しました。平成19年度に43物質についての初期

リスク評価書を公表、6物質についての詳細リス

ク評価書を出版しました。

第2節　化学物質の環境リスク評価

1 化学物質の環境リスク評価の推進

2 化学物質の内分泌かく乱作用問題に係る取組

化学物質の内分泌かく乱作用問題については、

その有害性など未解明な点が多く、関係府省が連

携して、環境中濃度の実態把握、試験方法の開発、

生態系影響やヒト健康影響等に関する科学的知見

を集積するための調査研究を、国際的に協調して

実施しています。これまでの調査研究においては、

魚類に対して、環境中の濃度を考慮した濃度で、

4－ノニルフェノール（分岐型）、4－tert－オクチ

ルフェノール、ビスフェノールA及びo,p’－DDT

の4物質について、内分泌かく乱作用を有するこ

とが推察されましたが、哺乳類に対しては、ヒト

推定ばく露量を考慮した用量での明らかな内分泌

かく乱作用が認められた物質は見つかりませんで

した

また、「化学物質の内分泌かく乱作用に関する

環境省の今後の対応方針について―ExTEND

2005―」に基づき、野生生物の観察、環境中濃

度の実態の把握及びばく露の測定、基盤的研究の

推進、影響評価並びに情報提供及びリスクコミュ

ニケーションの推進といったより一層幅広い取組

を進めるとともに、平成19年12月には、小児環

境保健についても併せて紹介した「化学物質の環

境リスクに関する国際シンポジウム」をさいたま

市で開催しました。

その他、人に対する健康影響を調査するため、

「内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討

会」が取りまとめた「中間報告書追補その2」の

行動計画に沿った調査研究を実施しました。また、

OECDにおける化学物質の内分泌かく乱作用に関

するスクリーニング試験法の開発に参加し、試験

法検証作業や必要なデータ収集等を実施しまし

た。さらに、水環境中の内分泌かく乱作用を有す

ると疑われる化学物質の存在状況を把握するた

め、全国109の一級河川を対象に、水質及び底質

の調査及び主要な下水道における流入・放流水の

水質調査を引き続き実施しました。
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第3節　化学物質の環境リスクの管理

1 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく取組

化学物質審査規制法に基づき、平成19年度は、

新規化学物質の製造・輸入について626件（うち

低生産量新規化学物質については242件）の届出

があり、事前審査を行いました（図5－3－1）。

また、昭和48年の化学物質審査規制法公布時

に製造・輸入されていた化学物質（既存化学物質）

等の安全性点検を行っており、平成19年度には、

分解性・蓄積性について48物質、人への健康影

響について10物質、生態毒性について25物質に

ついての安全性評価に関する審議を行いました。

さらに、既存化学物質の安全性点検を加速するた

め、国と産業界が連携し、国内製造・輸入量が

1,000t／年以上の既存化学物質について、安全性

情報を収集し、国民に対し分かりやすく情報発信

することを目的とする「官民連携既存化学物質安

全性情報収集・発信プログラム（通称：Japan

チャレンジプログラム）」を推進しました。具体

的には、様々な機会で本プログラムの普及に努め

るとともに、協力依頼文書の送付や企業への訪問

により本プログラムへの事業者の参加を促しまし

た。

また、平成19年11月には、紫外線吸収剤とし

てプラスチック樹脂製品等に使用されていた物質

（2－（2H－1,2,3－ベンゾトリアゾール－2－イル）－4,6－

ジ－tert－ブチルフェノール）を新たに化学物質

審査規制法の第一種特定化学物質に指定し、製造

等を事実上の禁止としました。

化学物質審査規制法の第一種特定化学物質が他

の化学物質の製造過程で非意図的に副生する事例

が複数確認されたことを受け、副生成物として微

量含有される第一種特定化学物質の取扱いに係る

考え方を明確化しました。（http://www.env.go.

jp/chemi/kagaku/oshirase/hcb.html）

注：各物質の数は平成20年3月末現在 
資料：厚生労働省、経済産業省、環境省 

□有害な化学物質による環境汚染の防止を目的 
□化学物質に関する審査と規制の2本柱 

1. 審査 
新規の化学物質の製造・
輸入に際し 
①環境中での分解性 
②生物への蓄積性 
③人や動植物への毒性
を事前に審査 
 
製造・輸入量や環境放
出の可能性に応じた審
査の合理化 

2. 規制 
　審査結果や既存化学物質（事前審査の対象
外）の安全性点検結果を踏まえ、物質の性状
に応じた製造・輸入・使用に関する規制 
 

区分 規制措置 

第1種特定化学物質 
（PCB等16物質） 

・製造・輸入、使用の事実上の禁止 

第2種特定化学物質 
（トリクロロエチレン等23
物質） 

・製造・輸入の予定及び実績の届出 
・（必要に応じ）製造・輸入量の制限 
・取扱いに係る技術指針の遵守 

監視化学物質 
　第1種：35物質 
　第2種：909物質　 
　第3種：115物質 

・製造・輸入の実績の届出 
・有害性評価又はリスク評価等の結果
に応じ、特定化学物質に指定替えの
可能性あり 

図５－３－１ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律のポイント
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2 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び
管理の改善の促進に関する法律に基づく取組

化学物質排出把握管理促進法に基づくPRTR制

度（化学物質排出移動量届出制度）については、

同法施行後の第6回目の届出として、平成18年度

に事業者が把握した排出量等が都道府県経由で国

へ届け出られました。その集計結果及び国が行っ

た届出対象外の排出源（届出対象外の事業者、家

庭、自動車等）からの排出量の推計値の集計結果

を、平成20年2月に公表しました（図5－3－2、

図5－3－3、図5－3－4）。公表日以降、届出された

個別事業所のデータについて、国民からの開示請

求を受け、そのデータの提供を行っています。

MSDS（化学物質等安全データシート）制度につ

いては、パンフレットの配布等を行い、より一層

の定着を図りました。

また、化学物質排出把握管理促進法の施行7年

後（平成19年3月）の見直しとして、平成19年2

月から、中央環境審議会及び産業構造審議会の合

同会合において、PRTR制度、MSDS制度、事業

者による化学物質の自主的な管理の改善等の要素

ごとに、施行状況の評価、課題の整理、措置の検

資料：経済産業省、環境省 

国 化学物質管理指針の 
策定・公表 

事業者は指針に留意しつつ、
化学物質の排出・管理状況等
に係る情報提供を行い、国民
の理解の増進を図る。 

国 届出対象以外の 
排出量 
（家庭、農地等） 

国
民 

個別事業所データの
開示請求 

国 環境への排出量と移動量
を集計し、公表 

地
方
公
共
団
体 

①事業者からの届出を経由 
②国から通知されたデータ
を活用し、地域ニーズに
応じた集計・公表 
③国が行う調査への意見 
④事業者への技術的助言 
⑤広報活動等を通じた国民
の理解増進の支援 

国 環境モニタリング、健康
影響等に関する調査 

対象化学物質の製造事業者等 
（業種、規模を指定）　 

※電子情報で届け出ることも可 
 
※秘密情報は事業所管大臣に
直接届出 

政令 

有害性があり、相当広範な 
地域の環境中に継続的に 
存在する物質を指定　　　  ※ 

あらかじめ、それぞれの
審議会の意見を聴く。 

※秘密情報の届出事項に
ついて事業所管大臣へ
の説明要求が可 

政令 
対象化学物質 

対象事業者 

※人の健康に係る被害等
が未然に防止される
よう十分配慮 

中央環境審議会　　　（環境省） 
薬事・食品衛生審議会（厚生労働省） 
化学物質審議会  　　　（経済産業省） 

都道府県知事（経由） 

届出データをファイル化 国 

個別事業所データの開示 

都道府県知事 

集計データとともに 
個別事業所データを通知 

国 

環境への排出量・移動量を届出 

事業者による管理の改善を促進、環境の保全上の支障を未然に防止 

※意見を付すことも可 

国の調査への意見 

図５－３－２ 化学物質の排出量の把握等の措置（PRTR）の実施の手順



第
5
章

246

第5章 化学物質の環境リスクの評価・管理に係る施策

出典：環境省 

届出排出量・ 
届出外排出量 
の合計 

560千トン／年 

対象業種からの 
届出外排出量 
9.4％ 

非対象業種からの 
届出外排出量 
18％ 

家庭からの 
届出外排出量 
8.9％ 

移動体からの 
届出外排出量 
20％ 

届出排出量 
44％ 

届出排出量 
（44％） 

届出外排出量 
（56％） 

図５－３－３ 届出排出量・届出外排出量の構成
（平成１８年度分）

届出排出量 
届出外排出量 

（　）内は、届出排出量・ 
届出外排出量の合計 
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44 66
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20
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0.044 16
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9.9（9.9） 0.0064

（110） 

（35） 

1.4（21） 

（18） 

（16） 

（15） 

（12） 

（12） 

キシレン 

エチルベンゼン 

塩化メチレン 
ポリ（オキシエチレン）＝ 
アルキルエーテル 
ｐ－ジクロロベンゼン 

ベンゼン 

ホルムアルデヒド 
直鎖アルキルベンゼン 
スルホン酸及びその塩 

D―D
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出典：環境省 

図５－３－４ 届出排出量・届出外排出量上位１０
物質とその排出量（平成１８年度分）

3 ダイオキシン類問題への取組

ダイオキシン類対策は、「ダイオキシン対策推

進基本指針」（以下「基本指針」という。）及びダ

イオキシン法の2つの枠組みにより進められてい

ます。

平成11年3月に策定された基本指針では、「今

後4年以内に全国のダイオキシン類の排出総量を

平成9年に比べ約9割削減する」との政策目標を

導入するとともに、排出インベントリーの作成や

測定分析体制の整備、廃棄物処理・リサイクル対

策の推進を定めています。

一方、ダイオキシン法では、施策の基本とすべ

き基準（耐容一日摂取量及び環境基準）の設定、

排出ガス及び排出水に関する規制、廃棄物焼却炉

に係るばいじん等の処理に関する規制、汚染状況

の調査、土壌汚染に係る措置、国の削減計画の策

定などが定められています。

（1）環境への排出と人への影響
ア　環境中の汚染状況
全国的なダイオキシン類の汚染実態を把握する

ため、平成18年度にダイオキシン法に基づく常

時監視などにより、大気、水質、底質、土壌等の

調査を実施しました（表5－3－1）。

討を行い、平成19年8月に中間取りまとめを公表

しました。さらに、本中間取りまとめを受け、平

成19年10月に、薬事・食品衛生審議会、化学物

質審議会、中央環境審議会の合同会合を設置し、

化学物質排出把握管理促進法対象物質見直しに係

る検討を開始しています。

表５－３－１　平成１８年度ダイオキシン類に係る環境調査結果 
 （モニタリングデータ）（概要） 

環境媒体 地点数 環境基準超過地点数 平均値* 濃度範囲*

大気** 763地点   0地点（0％） 0.050pg－TEQ/m3 0.0053～0.40pg－TEQ/m3

公共用水域水質 1,870地点 39地点（2.1％） 0.21pg－TEQ/L 0.014～3.2pg－TEQ/L

公共用水域底質 1,548地点   4地点（0.3％） 6.7pg－TEQ/g 0.056～750pg－TEQ/g

地下水質 878地点   1地点（0.1％） 0.056pg－TEQ/L 0.013～2.2pg－TEQ/L

土壌*** 1,505地点   0地点（0％） 2.6pg－TEQ/g 0～330pg－TEQ/g

*：平均値は各地点の年間平均値の平均値であり、濃度範囲は年間平均値の最小値及び最大値である。 
**：大気については、全調査地点（859地点）のうち、夏期及び冬期を含め年２回以上調査した地点についての
結果であり、環境省の定点調査結果及び大気汚染防止法政令市が独自に実施した調査結果を含む。 

***：土壌については、環境の一般的状況を調査した結果（一般環境把握調査及び発生源周辺状況把握調査）した
結果であり、汚染範囲を確定するための調査等の結果は含まない。 

資料：環境省 
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イ　排出インベントリー
ダイオキシン法及び基本指針に基づき国の削減

計画で定めたダイオキシン類の排出量の削減目標

が達成されたことを受け（図5－3－5）、平成17年

に国の削減計画を変更し、新たな目標値として

22年までに15年に比べて約15％の削減をするこ

ととしました。19年12月のインベントリー（目

録）では、18年の排出総量の推計は、15年から

約20％の削減がなされており、順調に削減が進

んでいます。

ウ　人の摂取量
平成17年度に人が一日に食事及び環境中から

平均的に摂取するダイオキシン類の量は、体重

1kg当たり約1.22pg-TEQと推定されています

（図5－3－6、図5－3－7）。この水準は、耐容一日

摂取量の4pg-TEQ/kg/日を下回っています。

（2）ダイオキシン法の施行
ア　特定施設の届出状況の把握
ダイオキシン法に基づく特定施設のうち大気基

準適用の特定施設については、平成18年度末現

在、全国で12,359施設があり、廃棄物焼却炉が

11,382施設（4トン／h以上の大型炉：1,100、2

～4トン／hの中型炉：1,501、2トン／h未満の

小型炉：8,781）、産業系施設が977施設（アルミ

ニウム合金製造施設：816、製鋼用電気炉：112

等）でした。また、18年度に552の廃棄物焼却炉

が廃止又は排出基準の適用を受けない小さな規模

に構造が変更されました。

水質基準適用の特定事業場については、平成

18年度末現在、全国で1,931事業場の届出があり、

その大部分（1,478事業場）が廃棄物焼却炉に係

る廃ガス洗浄施設・湿式集じん施設・灰の貯留施

設でした。

イ　規制指導状況
ダイオキシン法に定める排出基準の超過件数

は、平成18年度は大気基準適用施設で105件、水

質基準適用事業場で3件、合計108件（平成17年

度128件）で、前年度に比べ減少しました。また

18年度において、法に基づく命令が発令された

件数は、大気関係29件、水質関係1件で、法に基

づく命令以外の指導が行われた件数は、大気関係

4,318件、水質関係267件でした。

ウ　土壌汚染対策
環境基準を超過し、汚染の除去等を行う必要が

ある地域として、これまでに5地域がダイオキシ

ン類土壌汚染対策地域に指定されています。この

うち3地域では、対策計画に基づく事業が完了し

対策地域の指定が解除されました。残る地域につ

資料：環境省 
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図５－３－５ ダイオキシン類の排出総量の推移
資料：厚生労働省・環境省資料に基づき環境省作成 
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図５－３－６ 日本におけるダイオキシン類の一
人一日摂取量（平成１７年度）
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資料：厚生労働省「食品からのダイオキシン類一日摂取
量調査」 

図５－３－７ 食品からのダイオキシン類の一日
摂取量の経年変化
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いても、対策が実施され、うち1地域では対策が

完了しました。これらの対策に係る都道府県等が

負担した経費に対し助成を行いました。さらに、

ダイオキシン類に係る土壌環境基準等の検証・検

討のための各種調査を実施しました。

（3）その他の取組
ア　ダイオキシン類の測定における精度管
理の推進

平成17年に改定された「ダイオキシン類の環

境測定に係る精度管理指針」に基づいて実施する

ダイオキシン類の環境測定を伴う請負調査につい

て、測定に係る精度管理を推進するために、測定

分析機関に対する受注資格審査を行いました。さ

らに、分析技術の向上を図るため、地方公共団体

の公的検査機関の技術者に対する研修を引き続き

実施しました。

イ　河川・港湾等の底質対策について
河川等においては、環境基準値を超える底質を

除去し、分解・無害化するための対策技術の実用

化に向けて「河川、湖沼等における底質ダイオキ

シン類対策マニュアル」及び「底質のダイオキシ

ン類対策技術資料集」に基づき、また港湾におい

ては、「港湾における底質ダイオキシン類対策技

術指針」及び「港湾における底質ダイオキシン類

分解無害化処理技術データブック」に基づき、水

質・底質の実態調査を行い、対策工法・監視計画

等について検討を進めています。

さらに、港湾・河川事業共通の新たな技術基準

や処理工法に関する「底質ダイオキシン類対策の

基本的考え方」を初めて取りまとめ、公表しまし

た。

ウ　調査研究及び技術開発の推進
ダイオキシン法附則に基づき、臭素系ダイオキ

シン類の毒性やばく露実態、分析法に関する情報

を収集・整理するとともに、環境中の臭素系ダイ

オキシン類の排出実態に関する調査研究等を進め

ました。

また、ダイオキシン類の各種環境媒体や食物を

通じたばく露等に関する科学的知見の一層の充実

を図るため、血液中のダイオキシン類の蓄積量調

査や環境中でのダイオキシン類の実態調査などを

引き続き実施しました。

さらに、廃棄物の適正な焼却技術、汚染土壌浄

化技術、ダイオキシン無害化・分解技術の開発の

促進や底質・土壌のダイオキシン類調査測定に関

するマニュアルの改訂及び簡易測定法の導入に向

けた検討等に取り組みました。

4 農薬のリスク対策

農薬の使用は生理活性を有する物質を環境中に

放出するものであり、人の健康や生態系に悪影響

を及ぼすおそれがあることなどから、農薬は、農

薬取締法に基づき規制されており、農林水産大臣

の登録を受けなければ製造、販売等ができません。

農薬の登録を保留するかどうかの基準（農薬登録

保留基準）のうち、作物残留、土壌残留、水産動

植物の被害防止及び水質汚濁に係る基準を環境大

臣が定めています。

生態系保全を視野に入れた取組を強化するため

に改正した、水産動植物の被害防止に係る農薬登

録保留基準について、個別農薬の基準値の設定を

行いました。また、食品衛生法に基づく魚介類へ

の残留農薬基準の設定に対応し、より適切なリス

ク管理を行うため、水質汚濁に係る農薬登録保留

基準の改正について検討を行いました。さらに、

農薬登録保留基準については、国内外の知見や国

際的な動向を考慮して、その充実を図るための検

討を行いました。

特定農薬については、「特定防除資材（特定農

薬）指定のための評価に関する指針」に基づき指

定に向けた検討を行いました。

さらに、農薬の環境リスク対策の推進に資する

ため、農薬使用基準の遵守状況の確認、農薬の各

種残留実態調査、農薬の生態影響調査、農薬の飛

散対策に関する調査、農薬の吸入毒性に関する調

査等を実施しました。

その他、POPs条約を踏まえ、過去に埋設され

たPOPs等廃農薬について、埋設農薬や汚染土壌

の調査、掘削等の作業手順や留意事項をまとめた

「埋設農薬調査・掘削等マニュアル」を作成しま

した。
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5 PCB対策

PCBについては、昭和47年から新たな製造が

なくなり、さらに49年に事実上製造・輸入禁止

となって以降、約30年間にわたって保管が続け

られてきましたが、国はPCB特別措置法に基づ

き、PCB廃棄物の拠点的処理施設を整備し、処

理を推進しています。また、これとは別に電力会

社等の多量のPCB廃棄物を所有している事業者

の中には、自社でPCB廃棄物を処理する取組も

あり、PCB特別措置法に定められた平成28年7

月までにすべてのPCB廃棄物を処理することを

目指して取り組んでいます。

第4節　小児環境保健への取組

1 小児環境保健に関する調査研究の推進

近年、小児に対する環境リスクが増大している

のではないかとの懸念があり、国際的にも小児の

環境保健に関心が払われています。平成18年8月

公表の「小児の環境保健に関する懇談会報告書」

（小児の環境保健に関する懇談会）（http://www.

env.go.jp/chemi/report/h18-04/index.html）で今

後の課題と提言された研究基盤の整備、小児環境

保健に関する研究の推進、リスクコミュニケー

ションの推進、国際協力の推進等が「小児環境保

健重点プロジェクト」と位置づけられ、研究がは

じめられています。

環境リスク（化学物質、生活環境等）が子ども

の発育に与える影響を明らかにするためには、人

の集団を観察する疫学的なアプローチも重要で

す。今後、子どもを胎児期から12歳まで追いか

ける出生コホート（追跡）調査を新たに実施する

ため、「小児環境保健の疫学調査に関する検討会」

（http://www.env.go.jp/chemi/ceh/index.html）

を設置し、準備を進めています（図5－4－1）。

2 小児環境保健疫学調査の検討
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化学物質やその環境リスクに対する国民の不安

に適切に対応するため、これらの正確な情報を市

民・産業・行政等のすべての者が共有しつつ相互

に意思疎通を図るというリスクコミュニケーショ

ンを推進しています。

化学物質に関するリスク情報の整備のため、

「PRTRデータを読み解くための市民ガイドブッ

ク」、「化学物質環境実態調査を読み解くための市

民ガイドブック」、「かんたん化学物質ガイド」、

「化学物質ファクトシート」を作成・配布すると

ともに、化学物質の情報データベースや化学物質

と環境に関する学習関連資料データベースの充実

を図りました（http://www.env.go.jp/chemi/

communication/）。（独）製品評価技術基盤機構

のホームページ上では、化学物質の有害性や規制

等に関する情報を総合的に検索できるシステム

「化学物質総合情報提供システム（CHRIP）」や

リスクコミュニケーションのためのシステム「化

学物質と上手に付き合うには」などの情報の提供

を行いました。

また、対話を円滑に進める人材等の必要性の観

点から、化学物質アドバイザーの育成・活用を推

進するため、研修・登録・派遣を行っており、平

成19年度にはPRTR制度についての講演会講師

等として延べ43件の派遣を行いました。また、

より多くの方にアドバイザーの活動を知ってもら

うため、平成18年度の派遣実績を掲載するなど、

化学物質アドバイザーの紹介を行っているホーム

～環境リスクから子どもを守るために～ 

出生コホート（追跡）調査のスケジュール 

調査の成果 

環境要因 
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妊婦検診時（病院受診時） 
↓ 
 
出産 
↓ 
 
1歳 
 
↓ 
 
12歳あたりまで 

○小児の発育に影響を与える環境要因の解明 
H25年：発達障害（先天異常）の要因解明 
H30年：小児アレルギー（アトピー、喘息等）の要因解明 
H36年：精神神経発達障害（学習困難等）の要因解明 

○小児の脆弱性を考慮したリスク管理体制の構築 
（例）・小児の脆弱性を考慮したリスク管理体制の構築につ

なげる 
・小児環境保健分野の調査研究をサポートする 

○化学物質のばく露（大気、水、食事） 
○生活環境 

図５－４－１ 小児環境保健に関する疫学調査の概要

第5節　化学物質に関するリスクコミュニケーション
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第6節 国際的動向と日本の取組

2002年（平成14年）のヨハネスブルグ・サ

ミット（WSSD）で定められた実施計画において、

2020年（平成32年）までに化学物質の製造と使

用による人の健康と環境への悪影響の最小化を目

指すこととされたことを受け、2006年（平成18

年）2月に国際化学物質管理戦略（SAICM）が採

択されました。

我が国は、SAICMの準備会合や地域会合など

に積極的に出席し、その策定作業に能動的に関与

してきました。また、平成19年5月に開催された

アジア太平洋地域会合では、我が国が共同議長と

なり、同地域におけるSAICMの実施に関する議

論に貢献しました。国内に対しても、20年3月に

「諸外国におけるSAICM実施状況に関するセミ

ナー」を開催し、関係者間で情報交換・意見交換

を行いました。また、化学物質管理に関する能力

構築として、中国やASEAN諸国等に対して化学

物質管理全般に関する研修を実施しました。

2 国連の活動

PCB、DDT、クロルデン、ダイオキシンなど

残留性有機汚染物質（POPs）12物質を対象に、

その製造・使用の禁止・制限、排出の削減、廃棄

物の適正処理や在庫・貯蔵物の適正管理等の措置

を各国に義務付けるPOPs条約については、日本

は同条約に基づく国内実施計画を策定し、同計画

に基づき条約の義務を着実に履行しています。ま

た、東アジアPOPsモニタリングワークショップ

を開催するなど、アジア・太平洋地域における

POPsモニタリングについての協力等の取組を進

めました。さらに、新たにPOPs条約の対象物質

として追加が検討されている化学物質について、

日本独自の情報を提供するなど、国際貢献を進め

ました。

また、有害な化学物質による潜在的な害から人

の健康及び環境を保護するとともに当該化学物質

の環境上適正な使用に寄与する「国際貿易の対象

となる特定の有害な化学物質及び駆除剤について

の事前のかつ情報に基づく同意の手続に関する

ロッテルダム条約」（PIC条約）については、関

係府省が連携して条約を着実に履行しています。

化学物質の分類と表示の調和を図ることを目的

として、2008年（平成20年）中の導入が各国に

求められている「化学品の分類及び表示に関する

世界調和システム（GHS）」については、関係省

庁連絡会議の下、作業を分担しながら、化学物質

の分類事業を行うとともに、勧告文書の翻訳を作

成するなどの作業を進めました。なお、国連経済

社会理事会の下に設置されたGHS専門家小委員

会では、分類基準の充実、実施のためのガイダン

スドキュメント作成などの作業を引き続き進めて

います。

UNEPでは、2001年（平成13年）から地球規

模の水銀対策に関する議論が行われており、2005

年（平成17年）からは鉛及びカドミウムも対象

に加えています。これらの動向を踏まえ、我が国

も積極的に議論に参加するとともに、我が国の対

応を検討するため、平成19年12月に関係府省連

絡会議を設置しました。さらに、環境省では、平

成18年度から国際的観点からの有害金属対策戦

略を策定するための調査・検討を進めています。

ページを更新しました。さらに、「かんたん化学

物質ガイド」の内容をインターネット上で楽しみ

ながら効果的に学習するコンテンツとして、「か

んたん化学物質ガイド」e-ラーニング版を新たに

作成・公表しました。

さらに、市民、産業、行政等による情報の共有

及び相互理解のための「化学物質と環境円卓会議」

を継続的に開催し、そこでの議論の内容を広く公

開しました。

第6節　国際的動向と日本の取組

1 国際化学物質管理戦略（SAICM）
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第5章 化学物質の環境リスクの評価・管理に係る施策

資料：厚生労働省、経済産業省、環境省 

■既存物質／新規物質の区別なく、ほぼ同一の管理制度を導入 
■リスクの観点からの化学物質管理の推進／リスク評価の責任を国か
ら事業者に移転 

■高懸念物質には制限・認可制度を導入 
　－リスク軽減対策が必要な物質の制限制度（現行制度の維持） 
　－CMR物質（発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質）、難分解・蓄

積性物質などに認可制度を新設 
■サプライチェーンでの化学物質情報の伝達の強化 
　－川下の使用者は用途・ばく露情報を上流の供給者に提供 
■2007年（平成19年） 6月以降、段階的に施行 

　　　　　　　　　①新しい化学物質管理の考え方・手法の提示 
　　　　　　　　　②我が国の様々な事業者に影響 

図５－６－１ REACHの特徴

4 諸外国の化学物質規制の動向を踏まえた取組

欧州（EU）では、平成19年6月に新たな化学

物質管理制度であるREACH（化学物質の登録、

評価、認可及び制限に関する規則）が施行されま

した（実質的な運用開始は 20 年 6 月から）。

REACHには、既存化学物質・新規化学物質の扱

いをほぼ同等にした新たな登録等の制度を始め、

事業者へのリスク評価の義務づけ、流通経路を通

じた化学物質の安全性や取扱いに関する情報共有

の強化といった新しい考え方が盛り込まれていま

す（図5－6－1）。このため、我が国でも化学物質

を製造又は利用する様々な事業者の対応が求めら

れているほか、化学物質管理の新たな方向性を示

すものとして動向が注目されています。

こうした我が国の経済活動にも影響を及ぼす海

外の化学物質対策の動きへの対応を強化するた

め、平成19年7月に化学産業や化学物質のユー

ザー企業、関係省庁等が幹事となり、「化学物質

国際対応ネットワーク」（http://www.chemical-

net.info/）が発足し、ウェブサイト等を通じた情

報発信やセミナーの開催による海外の化学物質対

策に関する情報の収集・共有を行いました。

また、日中韓三カ国による化学物質管理に関す

る情報交換及び連携・協力を進め、平成19年11

月には「日中韓における化学物質管理に関する政

策ダイアローグ」を東京で開催し、各国の取組の

現状及び今後の方針についての情報を共有し、共

通の課題に対する今後の連携可能性について検討

しました。

3 OECDの活動

OECDでは、環境保健安全プログラムの下で化

学物質の安全性試験の技術的基準であるテストガ

イドラインの作成及び改廃等化学物質の適正な管

理に関する種々の活動を行っています。我が国は、

これに関する作業として、OECD加盟各国で大量

に生産されている化学物質（HPV化学物質）の

安全性点検作業に積極的に対応するとともに、新

規化学物質の試験データの信頼性確保及び各国間

のデータ相互受入れのため、優良試験所基準

（GLP）に関する国内体制の維持・更新、生態影

響評価試験法等に関する我が国としての評価作

業、化学物質の安全性を総合的に評価するための

手法等の検討、内外の化学物質の安全性に係る情

報の収集、分析等を行っています。平成19年度

においては、OECDのHPV点検プロジェクトに

おいて、生態影響試験、毒性試験等の実施により

必要な知見を収集、整理し、初期評価報告書を作

成し、OECDの初期評価会合に3物質の初期評価

報告書を提出しました。また、18年に設置され

た「工業ナノ材料作業部会」では、工業ナノ材料

に係る安全性評価の開発に関する国際協力が進め

られており、我が国も積極的に議論に貢献しまし

た。
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第7節 国内における毒ガス弾等に係る対策

第7節　国内における毒ガス弾等に係る対策

茨城県神栖市の事案については、旧軍の毒ガス

由来の可能性がある有機ヒ素化合物による地下水

汚染と健康影響が生じていることを受け、平成

15年6月の閣議了解に基づき、ジフェニルアルシ

ン酸にばく露したと認められる人たちに対して、

健康診査を行うとともに、医療費及び療養に要す

る費用を支給し治療を促すことなどによって、発

症のメカニズム、治療法等を含めた症候や病態の

解明を図るための緊急措置事業を実施しました。

また、有機ヒ素化合物による汚染が生じた原因

を解明するため、汚染メカニズム解明調査を実施

するとともに、汚染源掘削調査により発見したコ

ンクリート様の塊及び汚染土壌等の本格処理を行

いました。

平塚市の事案については、将来における環境リ

スクの低減の観点から、発見した有機ヒ素化合物

の原体と考えられる白い塊及び汚染土壌の掘削、

除去、処理等を実施しました。

浜松市の事案については、掘削確認調査を実施

し、毒ガス運搬貯蔵容器1個を発見しましたが、

内容物はなく、毒ガス成分は検出されませんでし

た。

また、毒ガス弾の可能性がある砲弾が発見され

た千葉市の事案については、関係省庁及び関係地

方公共団体と協力し、周辺住民への説明や今後の

対応についての検討等を行いました。

2 毒ガス情報センター

環境省では、閣議決定に基づき、毒ガス弾等に

関する情報を一元的に扱うセンターを平成15年

12月に設置し情報を受け付けるとともに、ホー

ムページやパンフレット（http://www.env.go.jp/

chemi/gas_inform/pamph/）等を通じて被害の

未然防止について周知を図っています。

1 個別地域の事案

平成14年9月以降、神奈川県寒川町、平塚市に

おいて、道路建設現場等において作業員が割れた

ビンから流出した毒ガス等により被災する事故等

が起きました。また、15年3月には茨城県神栖市

において、住民から手足のしびれ、ふるえ等の訴

えがあり、飲用井戸の水質を検査した結果、旧軍

の毒ガス由来の可能性がある有機ヒ素化合物が検

出されました。これらの問題を契機に、同年6月

に閣議了解、12月には閣議決定がなされ、政府

が一体となって、以下の取組を進めています。




